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部名 課かい名 環境事業センター環境部

事務事業概要書

事業概要

事務事業名

8月 9月
10

月
4月 5月

活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

11

月

12

月
1月7月



法的
実施根拠

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9
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11
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事務事業名 ごみ受入れ及びごみ処理手数料の賦課、徴収等事務

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

・収集運搬許可業者、市民、事業者のごみの受入れを行い、ごみ処理手数料の賦課、徴収

及び減免の事務を行います。

・寒川町のごみの受入れを行います。

・臨時事業としまして、令和６年度から８年度まで、鎌倉市のごみ処理施設の工事に伴う

可燃ごみの受入れを行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

寒川町のごみの受入れ 直営作業

9月
10

月

11

月

直接搬入ごみ受入れ・計量 直営作業

ごみ処理手数料の賦課、徴収及び減免事務 事務作業全般

鎌倉市可燃ごみ受入れ協定書締結 直営作業

鎌倉市可燃ごみ受入れ 直営作業



根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければ

ならない。

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

(一般廃棄物処理手数料)

第35条　地方自治法第227条の規定により徴収する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係

る手数料(以下「一般廃棄物処理手数料」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2　市長は、特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、一般廃棄物処理手

数料の額の50パーセント以内において規則で定める額を加算することができる。

3　市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料の額

(前項の規定により一般廃棄物処理手数料の額に加算した場合にあっては、当該加算した

額を含む。)を減免することができる。

4　前3項に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則

で定める。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9

10

11

12

13

14

15

大型ごみ等予約システムの運用 申請等受付

戸別収集社会実験の実施 現場調査・訪問

作業用自動車の更新、維持管理 事務作業全般

湘南四市収集運搬業務関係課連絡協議会 庁外調整・会議

「ごみ収集方式のあり方」に基づく取組 現場調査・訪問

収集運搬の委託契約 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

ごみ及び資源物の収集運搬 事務作業全般

次年度の収集体制の構築 庁内調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 ごみの収集運搬事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

ごみ及び資源物の収集運搬を行うとともに次年度以降のごみ収集方式について検討及び構

築を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（市町村の処理等）

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生する

ことを含む。）しなければならない。

２　市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同

じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とする

ことができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の

場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十

六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以

下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を

市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第四条　法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再

生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一　受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を

除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする

業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9
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15

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事務事業名 安心まごころ収集制度事業

事業概要

　自らごみや資源物をを集積場所まで持ち出すことが困難な高齢者世帯等に対し、声掛け

を行いながらごみを戸別収集する事業です。この事業により、在宅での生活が維持できる

よう支援し、もって福祉の増進を図ることを目的としています。

○事業実施にあたっての増車と増員

　利用者が２００名増加するごとに軽自動車１台と人員２名が必要となることから、利用

者が６００名を超える令和７年度※と、利用者が８００名を超える令和１０年度に、そ

れぞれ１台の増車と２名の増員が必要となります。車両については発注から納車まで１

年～１年半を要するため、安定した収集体制維持のためには早めの予算措置が必要で

す。

※令和７年度当初予算において車両１台と人員２名の予算確保ができなかったため、令

和７年度中の補正予算で対応する予定。仮に予算確保ができない場合には、令和８年度

予算で対応することとなります。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

配車調整 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

声掛け収集 現場調査・訪問

件数の把握、増員・増車の検討 検討

申請受付、面談、決定通知、台帳管理 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（市町村の処理等）

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生する

ことを含む。）しなければならない。

２　市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同

じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とする

ことができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の

場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十

六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以

下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を

市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第四条　法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再

生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一　受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を

除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする

業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。



1 ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9
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15

事務事業名 ごみの分別等排出指導事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

環境指導員の委嘱、研修及び会議を実施し、各地域における分別等排出指導を連携して行

います。

また、ごみ及び資源物集積場所の設置指導を行うとともステーション収集を維持するた

めの取組を実施します。

さらに、ごみと資源物の分け方・出し方について見直しを行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月

分別等排出指導 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月
3月

環境指導員の委嘱 事務作業全般

環境指導員地区会議 庁外調整・会議

12

月
1月 2月

集積場所申請 事務作業全般

事業系一般廃棄物の調査 現場調査・訪問

「ごみ収集方式のあり方」に基づく取組 現場調査・訪問



根拠法令
抜粋

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

(環境指導員)

第10条　市長は、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理を推進するため、環境指導

員を設置する。

2　環境指導員は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理

並びに地域の環境の保全の推進に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則

(環境指導員の職務等)

第3条　条例第10条第1項の環境指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1)　市が行う減量化及び資源化の運動に対する参加及び協力に関すること。

(2)　地域における減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理等に関する指導及び啓発に

関すること。

(3)　条例第11条第2項に規定する廃棄物等集積場所に関する指導に関すること。

(4)　その他一般廃棄物に関する市との連絡調整に関すること。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

多発地域との防止対策会議 庁外調整・会議

近隣市町との意見交換会 庁外調整・会議

不法投棄防止対策連絡会 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

監視パトロール 現場調査・訪問

監視カメラ・看板設置 直営作業

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 ごみの不法投棄の防止事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

不法投棄を未然に防ぐため、監視パトロール、監視カメラ・啓発看板の設置を行いま

す。

不法投棄多発地域対策として、まちぢから協議会をはじめ自治会等との連携を深め、対策

を講じます。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例

(空き缶等の投棄等の禁止)

第6条　何人も、公共の場所等にみだりに空き缶等又は吸い殻等を投棄し、又は放置して

はならない。

2　何人も、海岸、河川その他の公共の場所において調理を伴う野外活動を行うときは、

調理くず等を投棄し、又は放置してはならない。

(土地の適正管理)

第8条　土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が投

棄されることのないよう、その土地の適正な管理に努めなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

手数料の賦課徴収 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

発見者からの通報の受理 相談・問合せ対応

路上死体等の収容 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 犬猫等の死体の処理事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

路上等で亡くなっている犬や猫等の死体の収容を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

神奈川県事務処理の特例に関する条例

（市町村が処理する事務の範囲等）

第３条　別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理すること

とする。

（別表抜粋）

60  動物の愛護及び管理に関する法律（以下この項において「法」という。）及び法の施

行のための規則に基づく次の事務

 (１)　法第35条第１項本文（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

り、犬又は猫を引き取ること。

 (２)　法第35条第１項ただし書の規定により、犬又は猫の引取りを拒否すること。

 (３)　法第35条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、犬

又は猫を引き取るべき場所を指定すること。

 (４)　法第36条第１項の規定により、負傷動物等及び動物の死体の発見者からの通報を

受けること。

 (５)　法第36条第２項の規定により、負傷動物等及び動物の死体を収容すること。

 (６)　(１)から(５)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち、規則に基づく事

務で別に規則で定めるもの

（別表右欄） 

市町村（横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除き、藤沢市及び茅ケ崎市以外の市

町村にあっては、左欄(４)及び(５)に掲げる事務のうち動物の死体に係るものに限る。）



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

周辺住民へ維持管理状況の報告 事務作業全般

ホームページによる公表 事務作業全般

鎌倉市可燃ごみ焼却処理 事業者作業

環境測定 事業者作業

9月
10

月

11

月

ごみ焼却処理施設運転管理 事業者作業

ごみ焼却処理施設保守点検･修繕 事業者作業

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 ごみ焼却処理施設の運転維持管理事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

・ごみ焼却処理施設が法で定められた技術上の基準に適合し、安定した焼却処理を維持で

きるよう、各設備の保守点検を実施し、その結果から適正な修繕計画を作成し修繕を実

施します。さらに、焼却処理施設の維持管理の記録は、随時ホームページ等で情報提供

します。

・臨時事業としまして、令和６年度から８年度まで、鎌倉市のごみ処理施設の工事に伴う

可燃ごみの焼却処理を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（市町村の処理等）

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければ

ならない。

（一般廃棄物処理施設の維持管理等）

第８条の３　第８条第１項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当

該許可に係る同条第２項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について

第９条第１項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）に従い、当

該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

２　第８条第１項の許可（同条第４項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限

る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び

当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項

について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表しなければならない。

電気事業法

（事業用電気工作物の維持）

第39条　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術

基準に適合するように維持しなければならない。

（定期安全管理検査）

第55条　次の各号に掲げる電気工作物（以下この条において「特定電気工作物」とい

う。）を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物

について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

一　発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で

定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの

２　前項の検査（以下「定期事業者検査」という。）においては、その特定電気工作物

が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければな

らない。
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新粗大ごみ処理施設試運転

新粗大ごみ処理施設の自己搬入受入れ

ごみの自己搬入受入れ 事業者作業

9月
10

月

11

月

粗大ごみ処理施設運転管理 事業者作業

粗大ごみ処理施設保守点検･修繕 事業者作業

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 粗大ごみ処理施設の運転維持管理事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

粗大ごみ処理施設が法で定められた技術上の基準に適合し、安定した燃やせないごみ等の

破砕処理を維持できるよう、各設備の保守点検を実施し、その結果から適正な修繕計画

を作成し修繕を実施します。また、令和8年4月の新粗大ごみ処理施設の本格稼働に向け

て、１月から試運転を開始し、関係者と協議、調整を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（市町村の処理等）

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければ

ならない。

（一般廃棄物処理施設の維持管理等）

第８条の３　第８条第１項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当

該許可に係る同条第２項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について

第９条第１項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）に従い、当

該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

２　第８条第１項の許可（同条第４項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限

る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び

当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項

について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表しなければならない。
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ホームページによる公表 事務作業全般

浸出水処理施設保守点検・修繕 新設・修繕・建替工事

区域外埋立委託 事業者作業

周辺住民へ維持管理状況の報告 事務作業全般

環境測定 事業者作業

9月
10

月

11

月

灰運搬・埋立作業 直営作業

浸出水処理施設維持管理 事業者作業

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 最終処分場の維持管理事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

最終処分場が法で定められた技術上の基準に適合し、安全な埋立処分を維持できるよ

う、各設備や車両の維持管理及び水質等の環境測定を実施します。また、埋立が完了して

いる芹沢第３埋立地及び堤旧最終処分場の安定化の監視測定を継続して実施します。さら

に、処分場の維持管理の記録は、随時ホームページ等で情報提供します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（市町村の処理等）

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければ

ならない。

（一般廃棄物処理施設の維持管理等）

第８条の３　第８条第１項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当

該許可に係る同条第２項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について

第９条第１項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）に従い、当

該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

２　第８条第１項の許可（同条第４項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限

る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び

当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項

について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表しなければならない。
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安全パトロール 直営作業

ごみ焼却処理施設管理棟　空調設備更新工事 新設・修繕・建替工事

資格の取得・法定講習 職員向け研修

9月
10

月

11

月

会計年度職員の雇用 事務作業全般

各設備の点検及び修繕 事業者作業

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 環境事業センター維持管理事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

・環境事業センターの運営に必要な人員を確保すべく、適時、会計年度任用職員を雇用

します。

・空調設備、給排水衛生設備、消防設備、昇降機等の保守点検を行い、必要な修繕を施

し適正な維持管理を行います。

・ごみ処理に必要な資格の取得し職員のスキルアップを図ります。

・安全衛生パトロール、講習会を実施し、安全衛生管理に努めます。

【令和７年度　臨時事業：実施計画事業】

・ごみ焼却処理施設管理棟　空調設備更新工事



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

建築基準法

（報告、検査等）

第十二条　第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要で

あるものとして政令で定めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又

は管理する建築物（以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。）を除

く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号に掲げる建築物その他政令で

定める建築物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定するもの（国等

の建築物を除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三

項において同じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通

省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員

資格者証の交付を受けている者（次項及び次条第三項において「建築物調査員」とい

う。）にその状況の調査（これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他

の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定め

る防火設備（以下「建築設備等」という。）についての第三項の検査を除く。）をさせ

て、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（建築物環境衛生管理基準）

第４条第１項　特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理に

ついて権原を有するものは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」とい

う。）に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
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現地確認 現場調査・訪問

再資源化処理 事業者作業

9月
10

月

11

月

事前協議・搬入通知 事務作業全般

契約手続 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 焼却残渣再資源化事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

焼却残渣の埋立を行っている堤十二天一般廃棄物最終処分場の埋め立て期間が令和１５

年度までとなっており、その後の焼却残渣の処理を安全かつ安定的に実施できるように

するため、民間事業者に人工石、人工砂及びセメントの原料として焼却残渣の再資源化を

委託するものであります。なお、リスク分散のため令和７年度は７社に委託し、令和１

６年度全量再資源化に向け、前年度比で２７％増量する計画です。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第６条の２　市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければ

ならない。

２　市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに市町村が一

般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定め

る。

同法施行令（委託の基準）

第４条　法第６条の２第２項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分

（再生を含む。）を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一　受託者が受託業務（非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務

を除く。）を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようと

する業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

二　受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であるこ

と。

三　受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して

受託業務を実施する者であること。

四　一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しない

こと。

五　委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。

七　一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所

及び方法を指定すること。

八　委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたと

きは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれているこ

と。

九　第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所が当該処分又は

再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

イ　当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の

事項を通知すること。

（１）　処分又は再生の場所の所在地

（２）　受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

（３）　処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法

（４）　処分又は再生を開始する年月日

ロ　一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に

係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
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9月
10

月

11

月

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管 直営作業

低濃度ポリ塩化ビフェニル運搬処理委託 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業

事務事業概要書

部名 環境部 課かい名 環境事業センター

事業概要

公共施設の照明器具に使用されていた安定器に高濃度のポリ塩化ビフェニルが含まれてい

たため、平成１３年から随時交換工事を行い、環境事業センターで保管をしていました

が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法による処理期限が

令和５年３月３１日までで、令和４年度に処理を完了しました。

しかし、公共施設の電気設備で使用されていた一部のメーカーのコンデンサで低濃度のポ

リ塩化ビフェニルを含有している可能性がある物があり、それらは令和９年３月３１日ま

でに処理する必要があります。当センターで保管している物及び現在も使用中のコンデン

サは、ポリ塩化ビフェニルの濃度が不明の物があり、令和６年度に更新し旧品を当セン

ターで保管し、ポリ塩化ビフェニルの分析を行い、低濃度の物が確定しました。これを

令和７年度に処理を完了し本事業は終了します。

令和６年度に分析、令和７年度に処分



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

第３条　保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ

適正に処理しなければならない。

２　所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ

塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。

３　保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に

関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

第６条　政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的

に推進するための基本的な計画（以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」とい

う。）を定めなければならない。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画

　低濃度ポリ塩化ビフェニルの処理期限：令和９年３月３１日


